
日時：令和６年10月29日（火） 

   19時～ 

場所：やっちくふれあいセンター 

 

第 1 回 志布志市松山地域の学校の在り方検討委員会 

 

会 次 第 

 

１ 開会 

 

２ 辞令交付 

 

３ 教育長挨拶 

 

４ 出席者紹介 

 

５ 委員長及び副委員長の選任 

 

６ これまでの経緯及び本検討委員会の趣旨について 

 

７ 議事 

   検討委員会としての基本的な考え方及び今後の進め方等について 

   保護者アンケートの実施について 

 

８ その他 

 

９ 閉会 

※　公開用資料は、一部修正してあります。



  



志布志市松山地域の学校の在り方検討委員会 委員 

 委員区分 備考 

１ １号委員 鹿児島大学 教授 

２ ２号委員 城南保育園 園長 

３  みどり保育園 園長 

４  さゆり保育園 園長 

５ ３号委員 松山小学校 校長 

６  泰野小学校 校長 

７  尾野見小学校 校長 

８ ４号委員 松山中学校 校長 

９ ５号委員 城南保育園 保護者代表 

10       〃 

11  みどり保育園 保護者代表 

12        〃 

13  さゆり保育園 保護者代表 

14        〃 

15 ６号委員 松山小学校 保護者代表 

16       〃 

17  泰野小学校 保護者代表 

18       〃 

19  尾野見小学校 保護者代表 

20        〃 

21 ７号委員 松山中学校 保護者代表 

22       〃 

23 ８号委員 新橋地区コミュニティ協議会 

24  泰野校区コミュニティ協議会 

25  尾野見コミュニティ協議会 

26 ９号委員 松山小学校学校運営協議会 

27  泰野小学校学校運営協議会 

28  尾野見小学校学校運営協議会 

29  松山中学校学校運営協議会 

事務局 

教 育 総 務 課 福 田 裕 生 教育長 

児 玉 雅 史 課長 

橋 本 淳 二 総務施設グループリーダー 

兒 玉 憲 一 総務施設グループサブリーダー 

竹 井 尚 紀 総務施設グループ主任主査 
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   志布志市松山地域の学校の在り方検討委員会設置規程 

 

 （設置） 

第１条 少子化に伴う今後の児童生徒数の推移を考慮し、将来の担い手となる

子供たちにとって、より良い学びの場となるよう、松山地域の学校の適正な

規模、適正な配置等の在り方について検討するため、志布志市松山地域の学

校の在り方検討委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事務を行う。 

   松山地域の学校の適正な規模、適正な配置等の在り方について検討する

こと。 

   その他松山地域の学校の在り方に関する課題の解決に関すること。 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員29人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから志布志市教育委員会（以下「教育委員会」

という。）が委嘱する。 

   学識経験のある者 

   松山地域の認定こども園の園長 

   松山地域の小学校長 

   松山中学校長 

   松山地域の認定こども園の児童の保護者 

   松山地域の小学校の児童の保護者 

   松山中学校の生徒の保護者 

   松山地域のコミュニティ協議会の代表者 

  松山地域の小中学校の学校運営協議会の委員 

 （委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠

けたときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集する。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

３ 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 
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５ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求

め、その意見を聴くことができる。 

 （庶務） 

第６条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。 

 （その他） 

第７条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別

に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和６年９月27日から施行する。 

 （この告示の失効） 

２ この告示は、令和８年３月31日限り、その効力を失う。 
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抜粋
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「小学校の在り方に関するアンケート調査」からの抜粋
令和５年１月実施
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議事１ 検討委員会としての基本的な考え方及び今後の進め方等について 

 

 １ 松山地区のコミュニティ協議会からの要望書を受けての検討委員会とし

ての基本的な考え方 

   検討委員会では、要望書を真摯に受け止め、今後の松山地域の学校の在

り方について、将来の担い手となる子供たちにとって、より良い学びの場

となるよう検討します。また、検討を進めるに当たっては、９月20日付け

の松山地区小学校ＰＴＡ連絡会からの要望書にもあるとおり、当事者であ

る保護者の意見を大切にします。 

 ２ 今後の進め方等について 

    保護者アンケートの実施 

    未就学児の保護者から中学生の保護者までを対象に学校の在り方に関

するアンケートを実施する。 

    保護者アンケート後の協議 

     のアンケート結果を基に松山地区小学校ＰＴＡ連絡会からの要望等

を含め、検討委員会で協議を行う。 

 

議事２ 保護者アンケートの実施について 

 

 １ 対象者 

   令和６年10月１日現在、松山地域に居住する未就学児及び児童生徒（０

歳から15歳まで）の保護者 203人（※ １世帯１回答） 

 ２ 調査方法 

   対象保護者にアンケート依頼文書（16・17ページ）を郵送し、ＷＥＢか

ら回答する。 

 ３ アンケート回答期間 

   令和６年11月１日（金）から同月17日（日）まで 

 ４ アンケート内容 

   別紙（18・19ページ）のとおり 

                                    

 

その他 

 第２回 開催予定日 

   開催日       17日（火） 

       令和６年12月18日（水）  いずれかで調整 

             19日（木） 

   時 間 19時～ 

   場 所 やっちくふれあいセンター 
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令和６年11月 日  

 

 松山地域の未就学児・児童生徒の保護者の皆様 

 

志布志市松山地域の学校の在り方検討委員会  

 

松山地域の学校の在り方に関するアンケートについて（依頼） 

 

 令和６年７月１日付けで松山地域の各コミュニティ協議会会長の連名で市長及び教育長

に対して、松山地域の教育環境の在り方等検討について要望書の提出がありました。これを

受けまして、教育委員会では、今後の松山地域の教育環境の在り方を共に考え、議論を深め

るため、志布志市松山地域の学校の在り方検討委員会を設置しました。 

 当委員会としましては、松山地域の学校の在り方の検討に当たり、学校の主役である子供

たちの保護者の皆様の御意見を尊重する必要があると考えております。 

 つきましては、次のとおり保護者の皆様を対象にアンケートを実施することといたしま

したので、率直なご意見・ご感想をお聴かせくださいますようお願いいたします。 

 

１ アンケートの概要 

   １世帯１回答とします。 

   ＷＥＢアンケートのみの実施になります。 

   次のＱＲコードをスマートフォンで読み取っていただき、ＷＥＢ上のアンケートに

回答してください。 

 ※ アンケートへの回答の前に、裏面にある「今後の松山地域の児童生徒数の推移」をご

覧ください。 

 

 

 

 

 

 

   設問数 ６問 

   回答期限 令和６年11月17日（日）まで 

 

２ 問合せ先 

  志布志市松山地域の学校の在り方検討委員会事務局 

  志布志市教育委員会 教育総務課 総務施設グループ 

  担 当：橋本・兒玉（憲） 

  電 話：（099）472-1111 内線310・311 

  E-mail：k-soumu@city.shibushi.lg.jp 
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（表面）

（案）
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（裏面）
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